
ご自身のIDとパスワードを作成(入力)し、メールアドレスを入力します。2

登録完了後にユーザID・パスワードを忘れてしまった場合

登録したアドレス宛に届く認証コードを入力すれば初回登録完了です。

登 録 完 了

加入者向けWebサービス『iBss』のユーザーID作成方法

iBssポータルサイトにアクセスしログインします。【https://ibss.jp/portal/signup.ibss】

初回ユーザーID作成時には被保険者等の記号･番号
が必要です。
資格情報のお知らせ、資格確認書、マイナポータル
のいずれかをお手元にご用意ください。
保険者指定コード【tamura】(小文字）と入力し、
健康保険の記号・番号・被保険者本人の生年月日
(西暦)・被保険者氏名(カナ)を入力してください。
ご家族の方の情報ではログインできません。

1

『iBss』では、以下についてご確認、ご利用いただけます。

２回目以降ログイン画面にある「パスワードを忘れた方はこちら」「ユーザIDを忘れた方はこちら」からそれぞれ確認・再設定してください。

「保険者指定コード」
「記号・番号」は
1⃣をご確認ください

●被扶養者資格確認調査（対象者のみ）
●インフルエンザ予防接種補の申請
●適正受診・適正服薬 状況通知（対象者のみ）
●医療費通知（e-Tax対応）
●ジェネリック差額通知
●健診結果

ご利用にあたり、まずは下記の手順でユーザーIDの作成をお願いいたします。

タムラ製作所健康保険組合

■お問い合わせ先■

＜システムの操作方法・その他＞
タムラ製作所健康保険組合 03-3978-2083

(平日9時～17時、但し土日祝日を除く)

MAIL：kenpo@tamura-ss.co. jp

健保ホームページをご活用ください！

https://tamura-kenpo.or.jp

＜メールが届かない場合、以下の原因が考えられます＞
①入力したメールアドレスが間違っている。
②迷惑メールのフィルタでブロックされている。

⇒「no-reply@ibss.jp」からメールが届きますので、受信設定を変更してください。
③迷惑メールフォルダに届いている可能性がある。

 ⇒フォルダ内の確認をお願いします。

tamura

!

スマートフォンからでも!

Safari11以上、Chrome最新版
※印刷等、一部ご利用いただけない機能がございます
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